
 

 

 

 

 

 

 

 

福祉施設照明器具 LED 化事業 

 

仕　様　書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

取手市 

 

 



1 

１　適用範囲 

本仕様書は、取手市（以下「本市」という。）が事業対象施設に明記している施設の照明について、

ESCO業務契約によるLED照明器具類の設備改修を行う福祉施設照明器具LED化事業（以下「本事業」とい

う。）に適用するものとする。 

 

２　契約方式、契約期間及びサービス期間 

契約方式は、ギャランティード・セイビングス契約（自己資金型）とする。 

契約期間は、契約締結日から令和 12 年 3 月 31 日までとする。 

サービス料の支払期間（以下「ESCO サービス期間」という。）は、令和 9 年 4月 1日から令和 12 年 3

月 31 日まで（3年間）とする。 

 

３　事業対象施設 

①取手市立老人福祉センターあけぼの 

茨城県取手市寺田 4723 番地 

　　②障害者福祉センターあけぼの 

茨城県取手市寺田 4723 番地 

③取手市立老人福祉センターさくら荘 

茨城県取手市岡 1025 番地 

④取手市立障害者福祉センターつつじ園 

茨城県取手市戸頭 1299 番地 1 

⑤取手市立障害者福祉センターふじしろ 

茨城県取手市藤代 730 番地 1 

⑥取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷 

茨城県取手市ゆめみ野三丁目 23 番地 1 

　　※①及び②は同一建物内に複合している。 

 

４　対象照明器具 

本事業は既設照明器具を対象とし、適切な照度が確保できる LED 照明器具に交換すること。なお、既

LED 化済の器具（常用照明、誘導灯、非常灯）は対象外とするが、交換が望ましい器具に関しては本市

との協議の上で認めるものとする。 

 
総　数

内　訳

 常用照明 誘導灯 非常灯 その他

 老人福祉センターあけぼの
258 247 0 1 10

 障害者福祉センターあけぼの

 老人福祉センターさくら荘 175 153 2 7 13

 障害者福祉センターつつじ園 504 476 8 0 20

 障害者福祉センターふじしろ 199 177 0 11 11

 特別養護老人ホームふれあいの郷 459 380 12 62 5
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※上記の数は施設竣工時の図面を基にしているため、現地と相違がある場合は、現地を優先する。 

また、上記の対象照明器具以外の照明設備を交換する提案についても認めるものとするほか、付帯 

提案として実施する照明器具以外のその他設備の改修や交換等についても、本市と協議の上で認める

ものとする。 

 

５　履行内容 

（１）照明器具等の調達 

（２）既設照明器具等の撤去、処分 

（３）照明器具等の設置作業 

（４）照明器具等の保守 

 

６　適用規格及び参考規格 

本事業は以下に掲げる規格・技術基準等について、契約時点の最新版に準拠すること。 

（１）日本産業規格（JIS） 

（２）電気用品安全法（PSE） 

（３）電気規格調査会標準規格（JEC） 

（４）日本電機工業会規格（JEM） 

（５）日本電線工業会規格（JCS） 

（６）内線規程（電気技術基準調査委員会） 

（７）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（８）公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

（９）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（10）一般社団法人日本照明工業会　規格、技術資料 

（11）その他関係する諸法令、規則及び条例 

 

７　書類の提出 

（１）受注者は本事業の履行に当たり、次の書類を本市に提出しなければならない。 

ア　使用材料承諾書（納入仕様書） 

イ　照明器具設置数量内訳書 

ウ　連絡体制表及び保守体制表 

エ　実施工程表 

オ　施工計画書（様式第 15 号） 

カ　仮設計画書 

キ　その他、本市が必要と認める書類 

（２）関係諸官公庁等への申請及び届出 

　　　既設照明器具から LED 照明器具へ置き換える際に必要となる関係諸官公庁等への申請、届出及び検査

等の手続きが必要な場合は、本市と事前調整を行った上で受注者が適切に対応すること。 
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８　照明器具等仕様 

（１）基本事項 

ア　使用する照明器具等は、事前に使用材料承諾書（納入仕様書）を提出し本市の承諾を得ること。 

イ　使用する照明器具等は、保守管理を容易にするため、原則として同一メーカー製品とすること。 

　ウ　設置する照明器具等及び使用する雑材は、全て新品未使用のものとすること。 

　エ　照明器具には必要に応じて落下防止措置を講ずること。 

　オ　既存照明器具に対して同等以上の性能であること。ただし、本市からの使用用途変更等による要望が

ある箇所についてはこの限りではない。 

（２）交換方法 

　　　原則、照明器具ごと交換を行うこととする。ただし、交換に適した照明器具が存在しない場合は、本

市と協議の上で選定すること。 

（３）使用器具 

　ア　既設照明器具からの置き換えに適した寸法の器具を選定すること。 

イ　公共施設用照明器具（一般社団法人日本照明工業会規格 JIL5004）と同等以上の性能を有する器具を

原則として選定すること。ただし、適した公共施設用照明器具が存在しない場合は、本市と協議の上で

選定すること。 

　ウ　蛍光ランプと LED ランプを取り違える可能性のない LED 照明器具とすること。 

エ　既設照明器具に付属機器及び機能がある場合は、交換する LED 器具も同様に付属機器及び機能を付け

ること。 

オ　一般照明器具は、原則として、電源内蔵型 LED ベースライト（光源部を交換可能なもの）とする。 

カ　既設空調リターン付きの器具については、ランプ型 LED 交換を許容するものとし、ランプ型 LED 交換

の場合は、安全性を担保する為、日本産業規格 JIS8159-1（口金 GX16-t5）を準拠すること。なお、既存

の給排気計画に支障がでないものとすること。 

（４）非常灯及び誘導灯 

ア　既設照明器具がバッテリー内蔵型の場合、LED 照明器具もバッテリー内蔵型を採用すること。 

　イ　既設照明器具がバッテリー別置型の場合、LED 照明器具もバッテリー別置型とし、既設配線と接続さ

せること。 

　ウ　既設照明器具に相当する LED 照明器具の非常灯及び誘導灯が存在しない場合は、本市と協議の上で選

定すること。 

エ　非常用照明器具及び誘導灯等は、関係法令に基づいた仕様とすること。 

（５）定格寿命 

　　　光源（LED）寿命は、全光束が初期値の 70％となるまでの総点灯時間が 40,000 時間以上の製品とする

こと。 

（６）光源色 

　　　光源色は昼白色を基本とし、原則として既設照明器具から大きく異なるものではないこと。既設照明

器具が電球色の場合は、本市と協議の上で選定すること。 

（７）照度 

　　　ESCO サービス期間中は、JIS 照度基準及び労働安全衛生規則を満たす照度を保つこと。 
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（８）配光・輝度 

　　　既設照明器具から大きく異なるものではないこと。 

（９）耐環境性 

　　　LED 照明器具は設置場所に適合した耐環境性を有するものであること。 

（10）調光・人感センサー 

　　　調光又は人感センサーによる点灯及び消灯される既設照明器具については、LED 照明器具への交換後

も調光又は人感センサーによる点灯及び消灯できること。このとき、調光スイッチは LED 照明器具に適

合したものに置き換えること。また、調光又は人感センサーが未設照明器具において、センサーの導入

が望ましい箇所については本市と協議の上で選定すること。 

（11）入力電圧 

　　　設置場所の配電電圧に適合したものであること。なお、配電電圧の変更は行わないこと。 

 

９　工事仕様 

（１）作業時間 

ア　作業時間は基本的には次のとおりであり、作業可能な詳細の期間・日程については、受注者が作成し

た作業スケジュールにより本市との協議の上決定する。本市の都合により変更する必要が生じた場合

は、双方の協議により変更内容を決定するものとする。 

※特別養護老人ホームふれあいの郷は令和８年６月～11 月に外壁・屋根改修工事の実施を予定し 

ている。そのため、外壁・屋根の施工業者とも調整した上での実施となる。 

イ　停電等により事業対象施設の運営上必要な機能を停止する場合は、十分に日程等を調整し、事 

故、紛争等を防止すること。 

 

 

 平日（月曜日から 

金曜日）

休日（土、日曜日 

及び祝日）
作業時間

 
老人福祉センターあけぼの 対応可

土曜日は対応可 

日曜日は要協議

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）

 
障害者福祉センターあけぼの

月曜日は対応可 

火曜日から金曜日

は要協議

土曜日は対応可 

日曜日は要協議

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）

 
老人福祉センターさくら荘 対応可 対応可

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）

 
障害者福祉センターつつじ園 要協議 対応可

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）

 
障害者福祉センターふじしろ 要協議 対応可

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）

 
特別養護老人ホームふれあいの郷 対応可 対応可

9 時～17 時 

（夜間作業は要協議）
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（２）施工 

ア　照明器具は、原則、既存照明器具の位置に設置すること。非常用照明器具については、非常灯一体型

器具への取換えによっても、また、法令に適合する限りにおいて一般照明及び専用形非常用照明器具を

近接して増設する方法によっても差し支えなく、取換費用が経済的な方を選択すること。 

　イ　照明器具には必要に応じて落下防止措置を講ずること。合わせて取付け用ネジにはネジ緩み止め剤等

を塗布すること。高天井に取り付ける LED 照明器具には、落下防止ワイヤーを施すこと。 

ウ　受注者で改修した照明器具の誤使用が懸念される場合には、判別できるシールを貼付すること。必要

に応じて、交換目安時期を明示したシールを貼付すること。 

エ　受注者は必ず類似業務経験のある者を建設業法に基づく現場代理人（主任技術者）として選任するこ

と。現場代理人は現地作業期間中、現場に常駐すること。やむを得ず現場代理人が現場に出向できない

場合は代理者を選任すること。 

　オ　電気工事士の資格を有するものが施工を行うこと。また、従事者の氏名等を通知すること。 

　カ　設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。また、調査等において本仕様書

との相違を発見した場合には、速やかに本市に報告し、協議すること。 

　キ　キュービクル及び分電盤内でのブレーカー操作、結線等の作業が必要な場合は、受注者にて事業対象

施設の電気主任技術者と協議・調整を行うこと。 

　ク　設置作業において発生する軽微な補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。局所的

に劣化している配線は、設置の際に受注者が補修を行うこと。劣化が配線の全体に及ぶ場合は受注者と

本市の協議により対処法を決定する。 

　ケ　施工場所で他の工事業者による別工事がある場合は、別工事の工事業者との調整に協力すること。 

　コ　LED 照明器具及び部材等の置場が必要な場合は本市と協議すること。 

　サ　部材等の搬入・搬出経路については、施設管理運営上の支障に留意し、本市の承諾を得ること。 

シ　受注者は、以下の試験等を行うこと。 

絶縁抵抗測定（施工前、施工後） 

①　分電盤の分岐回路ごとに施工前後の絶縁抵抗を測定し、施工によって絶縁性能の低下がないこと

を確認すること。 

②　施工を原因として絶縁不良が確認された場合、受注者の責において対応すること。 

ス　選定機種等により天井板の加工が必要となった場合には、受注者の負担で適正に施工すること。 

（３）安全管理 

　ア　本事業対象施設には要介護状態の高齢者や障害者を対象とした施設が含まれていることから、利用者 

に配慮した上で安全に作業を行うこと。 

イ　受注者は、本事業の履行に際し、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、安全に作業を行うこと。 

　ウ　作業時は作業員及び第三者への安全対策を徹底し、作業場所の整理整頓に努めるとともに、業務完了

後は速やかに機材等を搬出し、作業場所の清掃を行うこと。 

　エ　作業従事者は作業に適した服を着用し、名札等で業者名を明確にすること。 

　オ　作業箇所の事故及びトラブル防止のため、関係者以外の立ち入り禁止措置を行うこと。 
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カ　施工においては、作業エリアのみならず、必要に応じて搬入搬出経路及び材料置き場の各部養生を、

事前に本市と調整の上で行うこと。特に、照明器具等の直下のデスク、書庫等は施設運営上の支障に留

意し、十分な養生を実施すること。 

　キ　受託者は現場代理人を契約後 5 日以内に選任し、本市に通知すること。現場代理人は作業中の現場に

常駐し、品質や工程、安全等に配慮した履行の指揮監督を行うこと。 

　ク　仮設足場を設置する必要がある場所については、施設運営上の支障が起きないよう設置場所、設置期

間、設置方法を仮設計画書にて本市に提出し、承諾を得なければならない。また、安全帯を使用する

等、転落防止の措置を講じること。なお、高所作業に当たっては、脚立等不安定な昇降用具を使用した

作業は行わないこと。 

ケ　レッカー、ユニック設置時は誘導員を配置し、来庁者の通行帯・安全を確保すること。 

コ　施設敷地内に作業車両等を駐車する場合は、事前に本市と協議し承諾を得ること。ただし、駐車台数

は必要最小限とする。 

（４）既設照明器具の撤去、運搬、処分 

ア　受注者は、撤去した既設照明器具等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法令に従い、

適正に運搬処分し、適正処分の証明として本市にマニフェストの写しを提出すること。 

イ　LED 照明器具の設置により不用となる既設の配管、配線、器具及び設置中に発生した産業廃棄物は、

全て撤去、運搬及び処分すること（ただし、打込配管はそのままとすること。）。 

ウ　既設照明器具の処分に当たっては、安定器の PCB 含有の有無を確認し、無い場合は、適切に運搬及び

処分すること。処分後、PCB 含有の有無を含め、処分に関する報告書を提出すること。 

　　　なお、PCB が含有されている安定器は搬出せず、廃棄物処理法で規定された保管基準に沿う方法で本

市に引渡すこと。引渡し方法の詳細は本市と受注者の協議による。また、PCB が含有されている安定器

のメーカー見解書及び写真等処分に必要な情報を本市に提供すること。 

　エ　撤去した既存照明器具のうち再利用が可能な蛍光管等について、本市が求めた場合には、本市に引渡

しを行うこと。 

（５）チェックリストの作成 

　　　設置の品質を確保するため、設置中の配線接続、脱落防止、仕上がり状態等の作業確認用チェックリ

ストを作成し、LED 照明器具の全数について自主検査すること。項目は受注者が提案し、設置前に本市

の了承を得ること。 

（６）写真撮影 

　　　設置前、設置中及び設置後に、各エリアの照明器具の種類毎に撮影し、タイトル表記を整理した上で

写真を完成図書に含めること。設置中の写真は上記（５）チェックリストの確認項目に基づき撮影する

ものとする。また、設置後のエリア毎に全景を撮影し、照明器具の種類毎の写真に紐付けること。な

お、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領の契約時点最新版に準拠すること。 

（７）LED 照明器具管理台帳の作成、提出 

　　　本市が指定する「LED 照明器具管理台帳」に、本事業にて交換した LED 照明器具及び、既に LED 化さ

れている照明器具を含めて作成すること。 

　ア　LED 照明器具に係る情報 

　イ　既設照明器具に係る情報 
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（８）設置後検査 

　　　受注者による設置後自主検査を次のとおり行い、検査結果を本市に書面で提出すること。 

　ア　設置状態確認 

　　　各 LED 照明器具が正常に設置され、器具の脱落の恐れがなく、天井材との隙間等がないようにするこ

と。 

　イ　点灯状態確認 

　　　各 LED 照明器具が異常なく点灯することを確認すること。 

　ウ　絶縁抵抗測定 

　　　LED 照明器具の設置後に「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき分電盤の分岐回路ごと

に絶縁抵抗測定を行い、問題のないことを確認すること。 

　エ　照度測定 

　　　JIS 照度基準、労働安全衛生規則を満たす照度であるかどうか測定すること。 

（９）仮使用 

受注者は、照明器具等の設置が完了した箇所から仮使用を認め、ESCO サービス開始日までに障害が発

生した場合は、受注者はその復旧をすること。 

 

１０　完成図書 

　　　次の内容を取りまとめ、完成図書として紙で 1部、合わせて、電子データ（JW-CAD 形式、Excel 形

式、PDF ファイル形式等）を提出すること。 

　ア　完成図 

イ　LED 照明器具管理台帳 

　ウ　LED 照明器具を設置した範囲の照明配置図（管理番号から設置場所を特定できること。） 

　エ　設置した LED 照明器具の姿図 

　オ　照度測定結果表 

カ　チェックリスト 

　キ　配線等の補修を行った場合は補修内容の記録 

　ク　受注者による設置後自主検査結果 

　ケ　各種施工写真（施工前・施工中・施工後・使用材料・撤去品） 

　コ　メーカー取扱説明書 

　サ　既設照明器具の処分報告書（産業廃棄物管理票の写しを添付すること） 

　シ　関係諸官公庁等への申請等が完了していることを示す書類（必要な場合） 

　ス　緊急連絡先 

　セ　ESCO 設備設置完了届 

 

１１　ESCO 設備の保証等 

（１）ESCO 設備の保証期間は令和 12 年 3 月 31 日までとし、期間中は交換費用も受注者において負担するも

のとする。なお、誘導灯及び非常照明の蓄電池については、消耗品のため本事業の保証対象としない。

保証期間の始期は別途協議による。 
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（２）保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行

うこと。 

 

１２　事故処理 

受注者は、本事業の履行に際し、受注者の帰責事由により本市又は第三者に損害を与えた場合、本市

へ直ちに報告すること。応急処置を加えた後、書面により本市に詳細な報告並びにその後の対策案を提

出し、原状に復すること。なお、原状に復するための費用は受注者の負担とする。 

 

１３　保険 

受注者は、施工不良等により生じた火災や、工事目的物及び工事材料等を対象とする建設工事保険又

は組立保険及び第三者に対する対人・対物事故による法律上の損害賠償責任を負担できる請負業者損害

賠償責任保険に加入すること。保険期間は、契約開始日から工事目的物引渡しの日までとする。 

 

１４　その他 

ア　仕様書等は、本事業の概要を示すもので、例え明記なき場合でも本事業履行上、当然必要と認められ

るものは本事業に含まれるものとする。 

　イ　機器一覧及び図面と現況が異なる場合は、基本的に現況を優先するが、本市と協議のうえ対応するこ

と。 

　ウ　業務に必要な費用、機器、消耗品、取替部品、安全器具等は受注者の負担とする。 

エ　業務に必要な電力・用水は施設運営に支障がない範囲で本市が支給する。なお、それ以外のものにつ

いては、自家発電設備等準備する等、受注者にて対応すること。 

オ　業務の諸手続及びその費用は受注者の負担とする。 

カ　受注者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解除及び期間満了後以降

においても同様とする。 

キ　受注者は、本市の求めに応じ逐次内容を説明すること。 

　ク　受注者は施設運営に支障の無いように本市との事前協議を行い、業務を遂行すること。また、施工中

の騒音、振動には細心の注意を払うこと。 

ケ　入退所、借用品（鍵、現場据付治具類、関係図面類）の取扱は本市と事前に打ち合わせをおこなうこ

と。 

　コ　作業員用のトイレは、本市と協議の上、利用箇所を決定する。 

サ　ESCO 設備引渡し後に、本市により取り外し、再設置した LED 照明器具に対する各種の対応は、取り外

し、再設置により変化しないものとする。ただし、取り外し、再設置したことが原因で生じた不具合に

ついては除く。 

　シ　この仕様書に記載の無い事項について、疑義が生じた場合は、本市と受注者の双方協議のうえ誠意を

もって対応すること。


